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今月のきたもと「四季の恵み」マルシェ

〒 364-0035　西高尾 1-249
T E L　591-1473　F A X　577-3475
メール　info@machikan.com
H P　https://www.machikan.com

北本市観光協会北本市観光協会からのお知らせ 検索

☎ 592-0795　開館時間 9：00～ 21：00 北本市立図書館中央図書館だより 検索

今月の特別展示・特集

▪本 気 で 怖 い 怪 談 小 説 　

▪自分でつくる愉しみ　▪若い人に贈る 読書のすすめ
▪【YA（ヤングアダルト）向き】
 　埼玉の高校司書がえらんだイチオシ本／特別授業の時間
▪【子ども向き】如月・弥生の本

▪偉 人 か ら 学 べ ！▪特 別 展 示 「 北本と、蒲 ザ ク ラ と 範 頼 」
   （３月 10日（火）～）

　

●�桜国屋（☎544-5321）10：00～17：00（水曜定休）
　北本産のいちごがおすすめです。
●�さんた亭（☎580-6883）11：00～14：30（水曜定休）
　 王道の「もりそば」はいかがでしょうか！
●�情報発信館（☎578-4255）10：00～ 16：00
　【防災フェア】　時３月15日（日）
　内ミッションをクリアして防災マスターになろう！
●�＆green�CAFE（☎578-4255）10：00～16：00（水曜定休）
　 昨年 12 月のコラボカフェで大人気のブルーベリーミルクと
　紫芋ラテを数量限定で販売！

　　　　　　　　「清水卯
う

三
さぶ

郎
ろう

と勝海舟」
時 4 月 19 日（日）14：00 ～ 15：30
内  4 月から始まる朝ドラに登場する清水卯三郎と勝海舟。羽

生出身の商人・清水卯三郎と誰もが知る勝海舟との交流を
中心に、日本の近代化に大きく貢献したといわれる卯三郎
の功績を紹介します。

講作家　今井博昭さん
定 50 人（先着順）
申 3 月 16 日（月）10：00 ～電話または直接。
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堂 著／産業編集センター

心に隙間を抱える人間のもとに現れる薄汚れた
金の懐中時計。刻まれた髑

ど く ろ

髏に血を吸わせると、
持ち主の願いを必ず叶えてくれるというが、も
たらされたものは恐怖と絶望の連鎖だった。

骸
むくろ

ノ時計

●グリコピア・イースト北本市民デー
時 4月19日（日）9：30 ～
対市内在住、在勤の人
定  60 人（定員超過の場合は抽選）　費 ��無料
申  ３月 10 日（火）までに
　 右上の QR コードからま

たはきたもと「四季の恵
み」マルシェ（☎ 578-
4255）へ電話。

●�きたもと森林セラピーツアー
　観光協会では、きたもと森林セラピーツーアーを気軽に楽
しんでいただく、スタンダードツアーを毎月第１水曜日、第
３日曜日に開催しています。
　時間も半日程度のツアーとなっていますので、ぜひお気軽
にお問い合わせください。
※ ツアーの詳細は「きたもと森林セラピー WEB サイトをご

覧ください。

中央図書館・南部分室・西部分室・
学習センター分室・中央図書館学習室の開室日▶

北本市電子図書館の特集

図書館歴史講座各特集の本の一覧は
ホームページから▶

問産業観光課農政担当（☎ 594-5532）
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〈広告〉

お知らせ・募集・イベント・スポーツ

〈広告〉

お知らせ

  ３月20 日（金・祝）

施設の休館日
３月８日～４月７日

  ３月 23 日（月）
・文化センター　・中央図書館
・地区公民館　　
・学習センター
・体育センター　
・総合公園　・子供公園
・健康増進センター（3月末日閉館）
・栄市民活動交流センター�
　（ミドリトテラス）※貸室施設

・総合福祉センター
・高齢者ラウンジ

請求期限　令和 12年１月 16日（水）
支給額（一部併給調整有）
　①優生手術等　
　　本人 1,500 万円、配偶者 500万円
　②優生手術等一時金　対 �本人のみ
　　一律 320万円　
　③中絶手術一時金　対 �本人のみ
　　一律 200万円
問 �埼玉県旧優生保護法補償金等受付・相談
窓口（☎048-831-2777、FAX048-830-
4804平日9：00～17：00）
　�健康づくり課母子保健担当
　（☎ 594-5544）

旧優生保護法に基づく優生手術
などを受けた人に補償金を支給

停止期間
　2月 24日（火）6：30
　～ 3月 11日（水）9：00
対象証明書
　�住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍
全部・個人事項証明書、戸籍の附票の
写し、課税証明書、非課税証明書

問 ��市民課窓口担当
　（☎ 594-5528）

各証明書のコンビニ交付
サービスを一時停止します

  ３月９日（月）
・文化センター　・中央図書館

問建築開発課指導担当（☎ 594-5549）

※�北本市は、道路中心線から 2.15 メートル（全幅員 4.3 メートル）の後退をお願いしています。
※�緊急車両の通行の支障となるため、後退部分を生垣、花壇、駐車等とすることはやめてください。

２項道路とは
　建築基準法でいう道路とは、
幅員４メートル以上の国・県・
市道や指定を受けた私道などを
いいます。また、幅員４メート
ル未満の道で、市が指定した
ものを一般に２項道路といいま
す。２項道路は、建築時に道路
の中心から２メートル後退した
ところを道路の境界線とみなす
ため、後退部分に門や塀などを
つくることはできません。
�２項道路であるか確認して、道路後退を守って安心・安全なまちづくりにご協力
をお願いします。2項道路かどうか確認したい場合はお問い合わせください。

後退部分
（私有地）

後退部分
（私有地）

ブロック塀・フェンスを設置する
前に「２項道路」か確認しましょう

平和を考える実行委員会
委員

　毎年７・８月に開催する「北本市平和
を考える集い」の事業企画や運営支援を
行う委員を募集します。応募者には４月
中旬頃に市民課から連絡します。
対市内在住の 18歳以上
定若干名（謝礼あり）
申 �問３月31日（火）までに、下記QRコー
ドの応募フォームから申込みまたは住
所、氏名、年齢、電話番号、応募動
機を記載して市民課市民
相談担当（☎ 594-5529、
FAX511-1710）へFAX。
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